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担当課・室長：野生生物課長

鳥獣保護業務室長

施策名 Ⅰ－８－（４） 野生生物の保護管理

施 策 希少野生動植物については、生息状況等の調査を実施し、現状把握を行う
の とともに、その保護増殖を図る。また、野生鳥獣の適正な保護管理により野
概 要 生鳥獣と人との共生を図る。移入種問題については、その全体像を把握し対

応を図る。

目 標 ○希少野生動植物については、生息状況等の調査を実施し、現状把握を行う
及び とと もに種の保存法の基づきその保護増殖を図る。
指 標 ○野生鳥獣の科学的・計画的な個体数管理手法の導入、国設鳥獣保護区にお

ける 計画的できめ細やかな保護管理などにより、人と野生鳥獣との共生を
(参考 図る。
指標) ○移入種（外来種）及び遺伝子組み換え生物による生物多様性への影響を防

止す る。

○希少野生動植物の保護
・平成１２年４月に全ての分類群においてレッドリストの見直しが終了。こ
れを 踏まえ、両生類、爬虫類、植物及び哺乳類について改訂版レッドデー
タブック を順次作成するとともに鳥類についても改訂作業に着手した。

目標の ・レッドデータブックの作成過程で得られた情報等を基に、国内希少野生動
植物 種に指定する候補種を選定し、それぞれの種の生態、生息状況や分布
に関する 調査を実施している。

達成状況 ・平成１４年３月現在、国内希少野生動植物種５７種、国際希少野生動植物
種６ ５８分類群を政令指定している。
・国内希少野生動植物種の生息環境を保全するため、生息地等保護区７地
区、合 計約８６３haを指定している。
・平成１３年度にエトピリカ、ウミガラスに係る保護増殖事業計画を策定
し、１ ４年３月現在、２１の計画を策定している。
・イヌワシ、クマタカ及びオオタカの希少猛禽類について、平成８年にそれ
まで の知見に基づき保護指針を策定するとともに、その生息分布情報の整
備や詳細 な生態特性の把握のための調査を実施している。
・沖縄周辺海域に生息するジュゴンの保護方策を検討するため、ジュゴンと
その 餌となる海草藻場の分布調査等に着手した。
・佐渡地域及び西表地域においてトキ、イリオモテヤマネコと地域社会との
共生 のためのビジョンづくりに取組んでいる。
○野生鳥獣の保護管理
・鳥獣保護区の設定方針を新たに設定するなど従来に比べより詳細化を図っ
た第 ９次鳥獣保護事業計画の基準を平成１３年１月に策定し、都道府県に
通知する とともに、鳥獣行政担当者会議等を通じその内容の周知を図っ
た。
・都道府県による特定鳥獣保護管理計画の策定を支援するため、典型的な対
象種 であるシカ、クマ、カモシカ、サルについて同計画の技術マニュアル
を作成す るとともに、策定に必要な経費の一部を道府県に対し補助した。

目標の 平成１４年３ 月現在２５の道府県で２９の計画が策定されている。
・鳥獣保護区の設定対象地域に新たに１５箇所を追加し計８０箇所（既設５
４箇 所）とする第９次国設鳥獣保護区設定計画を策定した。これに基づ

達成状況 き、６箇所 の保護区を更新（一部拡張）するとともに、藤前干潟（愛知）
や宮島沼（北海 道）等について新規設定にむけた所要の作業を実施した。
・野生鳥獣の捕獲に関する科学的データを地方公共団体を通じて的確かつ迅
速に 収集するシステムを開発するとともに、鳥類の標識調査、ガンカモ
類、シギ・ チドリ類の定点調査を実施した。
・全国の水辺域において、都道府県により平成１４年３月末現在６９箇所約
５万 ２千haの鉛製散弾規制地域が設定されるとともに、北海道エゾシカ猟
において は全面的に鉛弾の使用が禁止された。
・さらに鉛中毒の防止等を含む野生鳥獣の保護と狩猟の適正化のための国内



措置 に関する中央環境審議会からの答申を受け、鳥獣保護法改正案をとり
まとめ、 国会に提出した。
・幅広い分野の学識経験者、ＮＧＯ代表などにより構成される自然環境局長
委嘱 の検討会を設置し、野生鳥獣の科学的、計画的な管理及び農林水産業
等への被 害の防止などを一層推進するため、鳥獣保護及び狩猟に関する総
合的な制度の 見直しに着手した。
○移入種及び遺伝子組み換え生物への対応
・自然環境局長委嘱の移入種検討会を設置し、移入種（外来種）問題の全体
像の 把握と今後の取組の方向性及び基本的な対応方針を検討した。
・奄美地域、沖縄やんばる地域等において地域固有の生態系に悪影響を及ぼ
すマ ングースなどを生態系から排除する事業を実施した。
・生物多様性条約「バイオセイフティーに関するカルタヘナ議定書」の批准
に向 けた国内措置のあり方について中央環境審議会に諮問し、検討を進め
た。

○希少野生動植物の保護
・レッドデータブックによれば、我が国の絶滅のおそれのある野生動植物種
は約 2,700種であるが、種の保存法に基づく国内希少野生動植物種は５７
種にとどま っている。また、生息地等保護区の指定及び保護増殖事業計画
の策定も十分と は言えず、これらの施策の一層の充実を図る必要がある。

評 価 ・これまでに実施した調査により、イヌワシ、クマタカ、オオタカについて
は、 基礎的な生態、行動圏の内部構造、分布等について把握したが、繁殖
影響要 因、地域個体群の動向等未だ未解明な部分がある。また特にイヌ
ワシについて は、生息環境の改善を通じた生息数の回復を図る必要があ
る。
・佐渡地域におけるトキの野生復帰に向けた共生ビジョンについては、関係
行政 機関、農業団体、ＮＧＯ等との連携のもと徐々にその骨格が固まりつ
つあり、 地域住民（特に農業関係者）の一層の理解を得ていく必要があ
る。
○野生鳥獣の保護管理
・特定鳥獣保護管理計画については、策定後２年を経過し、十分な運用実績
のあ る計画は２つしかなく、現時点では特定計画制度全体のフォローアッ
プを行う ことは困難。引き続き都道府県に対し特定計画の策定を働きかけ
るとともに、 運用実態、効果等に関する情報を収集する必要がある。
・第８次国設鳥獣保護区設定計画では１１箇所、第９次計画では２６箇所が
未設 定箇所となっている。国設鳥獣保護区の新規設定は、平成５年度以降
なされて おらず、計画的な設定を進める必要がある。
・野生鳥獣の捕獲に関する情報システムが有効に稼働するよう引き続き都道
府県 の協力を得るとともに、これらのデータが地域個体群の管理に適切に

評 価 反映され るよう関係機関、団体等に対し助言を行っていく必要がある。
・野生鳥獣の鉛中毒の防止等を含む鳥獣保護法の改正案が国会に提出された
が、 平成１１年の同法改正の際の附則、附帯決議に一層的確に対応するよ
う、科学 的、計画的管理及び農林水産業等への被害の防止等のための鳥獣
保護及び狩猟 に関する制度の見直しについて、検討を進める必要がある。

○移入種及び遺伝子組み換え生物への対応
・平成１２年度から移入種への基本的な対応方針の策定作業に着手している
とこ ろ、早急に取りまとめる必要がある。
・奄美地域ではマングースを１２、１３年度にそれぞれ3,000頭前後捕獲し
たが、 依然として地域固有種への影響が懸念されるので、引き続き捕獲事
業を進める 必要がある。
・生物多様性条約カルタヘナ議定書の批准に向け、関係省庁との連携のも
と、遺 伝子組み換え生物の生物多様性への影響に関する評価等に係る国内
措置を早急 に取りまとめる必要がある。

○希少野生動植物の保護
・種の保存法に基づく国内希少野生動植物種、生息地等保護区の指定及び保
護増 殖事業計画の策定を推進する。
・希少猛禽類の保護については、繁殖成功率、幼鳥の分散過程等の把握や生



息環 境の改善による生息数の回復に係る効果的な手法を開発する。
・ジュゴンとその餌場となる藻場の広域的調査を引き続き実施し、種の保存
法に 基づく国内希少野生動植物種の指定を含め全般的な保護方策を検討す
る。

今 後 ・トキ、イリオモテヤマネコ、ツシマヤマネコなどの希少野生動物と地域社
会と の共生ビジョンを策定するとともに、このような事例が他の地域でも

の 応用され るよう普及啓発に努める。
○野生鳥獣の保護管理

課 題 ・国設鳥獣保護区設定計画の新規設定箇所のうち、渡り鳥の重要渡来地や県
境を 跨ぎ国立・国定公園等と重複する地域など優先度の高いものから順次
設定を進 める。
・特定鳥獣保護管理計画の策定を都道府県に働きかけるとともに、その運用
の実 態把握に努め、フォローアップを行う。
・海棲哺乳類（アザラシ類）に関する情報収集を行うとともに、関係行政機
関と 連携し、保護方策の検討を進める。
・野生鳥獣の科学的、計画的管理、農林水産業等への被害の防止などを円滑
に進 めるため、鳥獣保護及び狩猟に関する制度の総合的な見直しを行う。
○移入種及び遺伝子組み換え生物への対応
・島嶼部を始めとする固有の生態系を有する地域で悪影響を及ぼしている移
入種 の排除を行う。
・生物多様性への影響が懸念される移入種のリストを作成するとともに、そ
の利 用を制限する方法について検討を行う。また移入種問題に対しどのよ
うな制度 的対応が可能かを検討する。
・遺伝子組み換え生物の生物多様性への影響に関する評価等に係る国内措置
を確 立し、カルタヘナ議定書を早期に批准する。

政策効果 ・レッドリスト・レッドデータブック
把握の ・国内希少野生動植物種
手法及び ・保護増殖事業対象種の生息状況（分布域、生息数）
関連資料 ・国設鳥獣保護区設定実績

・特定鳥獣保護管理計画の策定実績

添付資料 ・国内希少野生動植物種、生息地等保護区、保護増殖事業計画一覧
（別紙） ・国設鳥獣保護区設定計画

・特定鳥獣保護管理計画策定状況

実施したパブリックコメント
・国設知床鳥獣保護区の設定、特別保護地区の指定及び特別保護指定区域の
指定に関する意見の募集について

・国設三貫島鳥獣保護区特別保護地区の指定に関する意見の募集について
・国設小佐渡東部鳥獣保護区特別保護地区の指定に関する意見の募集につい
て

・国設浅間鳥獣保護区特別保護地区の指定に関する意見の募集について
・国設西表鳥獣保護区特別保護地区の指定に関する意見の募集について



(別紙)
事務事業評価シート

施策名 Ⅰ－８－（４） 野生生物の保護管理

事務事業名 効果 及び 評価 主な関連予算事項、税制等

ア．希少野生動植物種 ○平成１２年４月に全ての ○絶滅のおそれのある野生生物種
の調査とリストアップ 分類群においてレッドリ のモニタリング調査費

ストの見直しが終了。こ （ ２１百万円）
れを踏まえ、順次レッド ○希少野生動植物種保存対策費
データブックの改訂を実 （ ５８百万円）
施している。また改訂作
業の過程で得られた情報
等を基に、国内希少野生
動植物種の候補種の選定
作業を引き続き実施す
る。

イ．希少野生動植物の ○国内希少野生動植物種及 ○特定野生生物保護対策費
保護 び生息地等保護区の指定 （２０１百万円）

並びに保護増殖事業計画 ○生息地等保護区管理費
の策定により一部の希少 （ ２１百万円）
野生動植物の保護は推進 ○希少野生動植物種保存対策費
されたが十分とは言え （ ５８百万円）
ず、一層の充実を図る必 （再掲）
要がある。 ○希少野生動植物種保存調査費
○希少猛禽類のイヌワシ、 （ ５８百万円）
クマタカ、オオタカにつ （再掲）
いて、生態、分布等基礎 ○オオタカ保護指針策定調査費
的な知見の把握を行った （ ４２百万円）
が、繁殖影響要因等未解
明な部分の調査を行うと
ともに、生息環境の改善
を通じた生息数の回復を
図る必要がある。 ○共生と循環の地域社会づくりモ
○トキの野生復帰やイリオ デル事業 （ ３８百万円）
モテヤマネコとの共存に
向けたビジョンづくりを
進めているが、これら希
少野生動物と地域社会と
の共生を図るため、地域
住民の一層の理解を得て
いく必要がある。

ウ．鳥獣保護法に基づ ○都道府県が第９次鳥獣保 ○鳥獣保護推進費
く野生鳥獣の保護管理 護事業計画（Ｈ１４～１ （ １５百万円）

８年度）を円滑に作成す
るために鳥獣行政担当者
会議等で説明を行う等策
定を支援した。
○特定鳥獣保護管理計画を ○特定地域野生鳥獣保護管理マニ
策定のための技術マニュ ュアル策定費 （ １３百万円）
アル策定を行うととも ○特定鳥獣等保護管理対策費補助
に、都道府県に対し、策 （１３４百万円）
定の経費の補助を行っ
た。新たに27計画が策定
され、25道府県29計画と



なり、一定の効果があっ
た。今後の策定予定も多
く、より一層の策定支援
を行う必要がある。 ○国設鳥獣保護区管理強化費
○国設鳥獣保護区の設定に （ ７９百万円）
ついて設定対象地域を新
たに15箇所追加し計80箇
所（既設54箇所）とする
第9次国設鳥獣保護区設定
計画を策定。これに基づ
き、6箇所の保護区を更新
（一部拡張）するととも
に、新規設定に向けた作
業を推進した。引き続
き、設定更新作業を推進 ○渡り鳥保護対策費
する必要がある。 （ ６１百万円）
○鳥類の標識調査、ガンカ ○野生鳥獣保護管理基盤整備費
モ類、シギ・チドリ類の （ ５１百万円）
定点調査を実施した。野
生鳥獣の捕獲に関するデ
ータを地方公共団体を通
じて迅速に収集するシス ○鳥獣保護推進費
テムの充実を図る必要が （ ５１百万円）
ある。 （再掲）
○野生鳥獣の鉛中毒を防ぐ
ために、12年度に引続
き、鉛製散弾使用禁止地
域の設定を都道府県に呼
びかけ、10箇所の新規禁
止地域が設定され、69箇
所となった。今後も、よ ○鳥獣保護推進費
り一層の設定がなされる （ ５１百万円）
よう支援を行う必要があ （再掲）
る。
○鉛中毒の防止、欠格条項
への対応を含む野生鳥獣
の保護と狩猟の適正化の
ための措置に関する中央 ○鳥獣保護推進費
環境審議会からの答申を （ ５１百万円）
受け、鳥獣保護法改正の （再掲）
ための所要の作業を行っ
た。
○幅広い分野の専門家、Ｎ
ＧＯ代表等により構成さ
れる自然環境局長委嘱の
検討会を設置し、野生鳥
獣の科学的･計画的管理等
を一層推進するため、鳥
獣保護及び狩猟に関する
総合的な制度の見直しに
着手した。

エ 移入生物対策 ○わが国の移入種問題への ○我が国における移入種駆除等対
対応方針の検討、固有の 策費 （ ４０百万円）
生態系へ影響を及ぼして ○遺伝子組換え生物等の利用に関
いる移入種の排除事業、 する安全性評価手法確立調査
生物多様性条約「バイオ （ ２８百万円）
セーフティに関するカル ○移入生物対策担当補佐及び係長
タヘナ議定書」の批准に の増員
向けた国内措置の検討を



行い、在来の野生生物に
対する移入生物による影
響への対策を行った。




